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1月 （睦月） JANUARY

1日・元日

11日・成人の日

日本酒（清酒）は、正月には欠かせないお
酒といえます。清酒の中でも高級酒と言われ
ている吟醸酒は、精米歩合60％以下のものを
指します。たとえば精米歩合60％の場合は、
玄米の表層部を40％削り取ることをいいま
す。ちなみに、通常の清酒は75％以下、家庭
で食べる白米は92％程度の精米歩合です。

国　税／給与所得者の扶養控除等申告書の提出

本年最初の給与支払日の前日

国　税／報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出

2月1日

国　税／源泉徴収票の交付、提出 2月1日

国　税／12月分源泉所得税の納付（納期の特例を

受けている事業所は7～12月分） 1月12日

上記の納期の特例適用者で、納期限の特例

に関する届出書を提出している場合 1月20日

国　税／11月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 2月1日

国　税／5月決算法人の中間申告 2月1日

国　税／2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 2月1日

地方税／固定資産税の償却資産に関する申告 2月1日

地方税／給与支払報告書の提出 2月1日

労　務／労働保険料の納付（第3期分） 2月1日

（労働保険事務組合委託の場合2月15日まで）

吟醸酒

1 月 の 税 務 と 労 務

ワンポイント
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あ
け
ま
し
て

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す



所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
二
月
十

六
日
か
ら
三
月
十
五
日
と
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
納
税
額
が
あ
る
場

合
で
あ
り
、
還
付
申
告
は
一
月
か
ら

取
り
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
還
付
申
告
の
で
き
る
期

間
や
還
付
申
告
の
留
意
点
に
つ
い
て

ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

■
１
■

還
付
申
告
が
で
き
る
期
間

確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
は

な
く
て
も
、
給
与
・
報
酬
の
源
泉
徴

収
税
額
や
予
定
納
税
額
な
ど
が
納
め

過
ぎ
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の

納
め
過
ぎ
に
な
っ
て
い
る
税
額
の
還

付
を
受
け
る
た
め
の
確
定
申
告
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

還
付
申
告
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
年

の
翌
年
一
月
一
日
か
ら
五
年
間
で
す
。

な
お
、
前
年
に
確
定
申
告
を
し
て

納
め
た
税
額
が
、
誤
っ
て
過
大
で
あ

っ
た
場
合
に
は
、
還
付
申
告
で
は
な

く
、「
更
正
の
請
求
」
と
い
う
手
続
き

に
な
り
ま
す
。

更
正
の
請
求
が
で
き
る
期
間
は
、

原
則
と
し
て
確
定
申
告
書
の
提
出
期

限
か
ら
一
年
以
内
で
す
。

■
２
■

還
付
申
告
の
具
体
例

給
与
所
得
者
は
、
次
の
よ
う
な
場

合
に
還
付
申
告
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

①

年
の
途
中
で
退
職
し
、
年
末

調
整
を
受
け
ず
に
源
泉
徴
収
税

額
が
納
め
過
ぎ
と
な
っ
て
い
る

と
き

②

一
定
の
要
件
の
マ
イ
ホ
ー
ム

の
取
得
な
ど
を
し
て
、
住
宅
ロ

ー
ン
が
あ
る
と
き

③

多
額
の
医
療
費
を
支
出
し
た

と
き

④
　
特
定
の
寄
付
を
し
た
と
き

⑤

配
当
所
得
が
あ
り
、
配
当
控

除
を
受
け
る
と
き

⑥

災
害
や
盗
難
な
ど
で
資
産
に

損
害
を
受
け
た
と
き

⑦

特
定
支
出
控
除
の
適
用
を
受

け
る
と
き

■
３
■

還
付
申
告
が
で
き
な
い
場
合
の

具
体
例

次
の
所
得
の
場
合
は
、
源
泉
徴
収

さ
れ
た
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
源
泉

分
離
課
税
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

確
定
申
告
に
よ
り
還
付
を
受
け
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

①

銀
行
預
金
な
ど
の
利
子
所
得

や
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配
等

で
一
定
の
も
の

②

特
定
の
金
融
類
似
商
品
か
ら

生
ず
る
所
得

③
　
特
定
の
割
引
債
の
償
還
差
益

④

懸
賞
金
付
預
貯
金
等
の
懸
賞

金
等

■
４
■

雑
損
控
除

自
己
又
は
自
己
と
生
計
を
一
に
す

る
配
偶
者
や
そ
の
他
親
族
で
総
所
得

金
額
等
が
三
八
万
円
以
下
の
者
の
有

す
る
資
産
に
つ
い
て
図
表
１
に
掲
げ

る
よ
う
な
損
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、

所
得
か
ら
次
の
う
ち
い
ず
れ
か
多
い

金
額
を
控
除
で
き
ま
す
。

①

﹇
雑
損
控
除
の
対
象
と
な
る

損
失
の
金
額
（
災
害
関
連
支
出

の
額
を
含
む
）
―
受
取
保
険

金
・
損
害
賠
償
金
等
﹈
―
損
失

が
生
じ
た
年
分
の
総
所
得
金
額

等
×
一
〇
％

②

災
害
関
連
支
出
の
額
―
五
万

円
※

損
失
の
金
額
は
、
損
失
が
生

じ
た
と
き
の
損
失
を
受
け
た
資

産
の
時
価
を
基
準
と
し
て
計
算

さ
れ
ま
す
。
災
害
関
連
支
出
の

金
額
と
は
、
災
害
に
よ
り
滅
失

1月号 2



し
た
住
宅
、
家
財
な
ど
を
取
壊

し
又
は
除
去
す
る
た
め
に
支
出

し
た
金
額
な
ど
で
す
。

■
５
■

医
療
費
控
除

a

控
除
対
象
者

本
人
に
限
ら
ず
、
医
療
費
を
支
払

っ
た
時
の
現
況
に
お
い
て
、
生
計
を

一
に
す
る
配
偶
者
そ
の
他
の
親
族
ま

で
含
ま
れ
ま
す
。

s

控
除
金
額

医
療
費
控
除
は
、
所
得
金
額
の

五
％
か
一
〇
万
円
の
い
ず
れ
か
少
な

い
金
額
を
超
え
る
部
分
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

な
お
、
控
除
額
の
上
限
は
二
〇
〇

万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

d

控
除
対
象
と
な
る
医
療
費
の
範
囲

主
な
も
の
が
図
表
２
に
掲
げ
て
あ

り
ま
す
の
で
参
考
に
し
て
下
さ
い
。

f

そ
の
他
の
注
意
点

医
療
費
と
は
、
そ
の
年
中
に
現
実

に
支
払
っ
た
医
療
費
を
い
い
ま
す
。

ま
た
、
支
払
っ
た
医
療
費
に
消
費
税

等
の
額
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

消
費
税
等
の
額
を
含
め
た
支
払
額
が

医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

3 1月号



1月号 4

社
会
保
険
料
の
事
業
主
（
会
社
）

負
担
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
社
会
保

険
料
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
月
の

末
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
損
金
の

額
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、た
と
え
ば
三
月
決

算
法
人
に
つ
い
て
は
、三
月
分
の
保

険
料（
納
付
期
限
は
、翌
月
末
日
で
あ

る
た
め
、四
月
三
十
日
）の
う
ち
事
業

主
負
担
分
に
つ
い
て
、未
払
計
上
す

る
こ
と
に
よ
り
、三
月
期
の
損
金
の

額
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
三
月
三
十
一
日
が
土
曜
日

や
日
曜
日
な
ど
金
融
機
関
の
休
業
日

に
当
た
っ
た
場
合
に
は
、
保
険
料
の

口
座
引
き
落
と
し
が
四
月
に
な
る
た

め
、
二
月
分
の
保
険
料
（
納
付
期
限

は
三
月
三
十
一
日
）
の
う
ち
事
業
主

負
担
分
に
つ
い
て
も
、
未
払
計
上
す

る
こ
と
に
よ
り
、
三
月
期
の
損
金
の

額
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

消費税の中間申告

消費税の課税期間は、原則として１年
とされていますが、前事業年度の年税額
が48万円（地方消費税を加えた場合60万
円、以下同じ）を超える場合には中間申
告が必要となります。消費税の中間申告
の回数は、前事業年度の年税額に応じて、
次の３通りのいずれかとなります。
①　年１回の中間申告

前事業年度の消費税の年税額が48万
円（60万円）を超え400万円（500万円）
以下の場合には、年１回の中間申告が
必要となります。
②　年３回の中間申告

前事業年度の消費税の年税額が400
万円（500万円）を超え4,800万円（6，
000万円）以下の場合には、年３回の
中間申告が必要となります。
③　年11回の中間申告

前事業年度の消費税の年税額が4,800
万円（6,000万円）を超える場合には、
年11回の中間申告が必要となります。

新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。

昨年秋に誕生した民主党の鳩山政権では、従来の国の計画や方針を、組織の在り方と

ともに大きく見直しています。ダム建設や国際空港の施策見直しが大きく取り上げられ

ましたが、国税庁と１月に発足した日本年金機構（旧社会保険庁）を統合して歳入庁を

創設する案もその一つで、今後、検討されます。

経済危機対策に伴う追加減税として、昨年６月の改正で中小企業の交際費課税が軽減

され、定額控除限度額が年600万円（改正前年400万円）に引き上げられました。定額控

除限度額に達するまでの交際費の90％を損金算入できるので、最大540万円まで損金算入

できることになります。もっとも、企業の利益が出ていなければ意味がありません。先

ずは業績アップです。

企業の厳しい経営状況が雇用の低迷につながり、依然、学生の就職状況は厳しく、ま

た、ハローワークは失業者で混雑しています。広範な景気回復が待たれるところですが、

見方を変えれば、来るべき時に備えて中小企業が優秀な人材を確保できるチャンスとも

いえます。

皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。

社
会
保
険
料
の
損
金
算
入
時
期




